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＜参考＞ 

１．国際勧告等との関連 

 本標準は、１９９３年３月にＩＴＵ－Ｔ ＳＧ１会合において勧告化手続きが承認されたＩＴＵ－Ｔ勧告

Ｆ．８５０に準拠したものである。 

 

２．上記国際勧告等に対する追加項目等 

2.1 オプション選択項目 

 な し 

 

2.2 ナショナルマター項目 

 な し 

 

2.3 上記国際勧告より削除した項目 

 な し 

 

３．改版の履歴 

 

版 数 発  行  日 改 版 内 容 

第１版 平成 ７年 ４月２７日  制 定 

   

 

４．工業所有権 

 本標準に関わる「工業所有権等の実施の権利に係る確認書」の提出状況は、ＴＴＣホームページでご覧に

なれます。 

 

５．その他 

  (1)  参照している勧告、標準等 

 ＴＴＣ標準  ： ＪＴ－Ｆ８５１ 
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１．目的

　本標準は、ＵＰＴの一般的な原則について規定している。詳細な規定は、標準ＪＴ－Ｆ８５１に記述さ

れている。

２．定義

　ＵＰＴとは、パーソナルモビリティを許容しながら、通信サービスへのアクセスを可能とするものであ

る。各々のＵＰＴユーザは、ユーザ単位に定義された契約サービスに加入することができ、また、端末能

力及び、網能力や網オペレータによって課せられた制限によってのみ制約を受けるが、地理的位置に関係

なく、いかなる固定あるいは移動端末からでも、複数の網を通過できる個人毎に与えれたネットワークト

ランスペアレントなＵＰＴ番号に基づいて、呼の発信や着信ができる。

３．概要

　固定通信網においては、ユーザまたは契約者は、端末の網アクセスポイントや、接続ポイントと対応づ

けられてる。移動通信網においては、ユーザまたは契約者は、特定の端末と対応づけられている。

　ＵＰＴサービスにおいては、端末とユーザ識別間の固定的な対応関係は、取り除かれている。ユーザが

どの端末からも、どの場所からも、呼を発着信することができるようにするために、ＵＰＴユーザの識別

は、端末や網アクセスポイントのアドレッシングとは分けて取り扱われる。ＵＰＴユーザの識別は、ＵＰ

Ｔ番号によって行われる。ＵＰＴユーザは、呼の発着信のために利用される自分のＵＰＴ番号と、個別に

対応づけられている。

４．原則

4.1　主原則

　主原則としては、次のものがある。

　ａ）パーソナルモビリティすなわち、ＵＰＴユーザは、ＵＰＴユーザのサービスプロファイルに基づい

て、世界中どこからでも呼の発着信を行う為に、端末間を移動することができる。

　ｂ）ネットワークトランスペアレントなＵＰＴ番号に基づいた、ＵＰＴユーザ識別

　ｃ）端末や回線の識別ではなく、むしろＵＰＴユーザの識別に基づく、課金や料金請求

　ｄ）複数の網を通過するグローバル情報に基づく、ＵＰＴファシリティに対する、標準アクセスや、認

証手順

　ｅ）個人的なＵＰＴサービスプロファイルの中での、ＵＰＴユーザの通信サービスの選択における、Ｕ

ＰＴユーザや契約者の制御や柔軟性

　ｆ）ＵＰＴユーザの認証やグループ保護に含まれる、セキュリティやプライバシー
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4.2　契約

　ＵＰＴにより可能な、柔軟な方法で通信サービスを利用するためには、ＵＰＴサービス提供者との特別

な契約が要求される。国内の要求条件としては、１つのＵＰＴサービス提供者と契約することによって、

全国や国際ＵＰＴファシリティにアクセスできることが望ましい。ＵＰＴ契約者は、なるべくなら１つの

ＵＰＴサービス提供者から、料金請求されるべきである。それでも尚、別の料金請求方法も考えられる。

　ＵＰＴの契約は、以下の要求条件を満足する。

　ａ）ＵＰＴユーザには、ＵＰＴ番号という形で、個人的識別が与えられる。ＵＰＴユーザは、異なるア

プリケーションに対して、１つ以上のＵＰＴ番号を持つことができる。

　ｂ）ＵＰＴサービス提供者は、ＵＰＴ契約者が選択した有効な通信サービスの範囲内でのアクセスを可

能とする。ＵＰＴ契約者は、ＵＰＴユーザの固有のＵＰＴサービスプロファイルによって、個々の

利用範囲を定義する。

　ＵＰＴ契約者は、以下に示すようないくつかの加入契約オプションを要求することができる。

　ⅰ）　基本通信サービス

　ⅱ）　各基本通信サービスに適用されている付加サービス

　ⅲ）　各通信サービスに適用されているローミング制限

　ⅳ）　ＵＰＴユーザの個人的な情報（例えば、ＵＰＴユーザの所在地）の機密保持

５．ＵＰＴの展開

　ＵＰＴの規定は、ＵＰＴ機能や能力を簡易的な形で開始し、より高度なシナリオに展開するように、段

階的に導入していくことになる。
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用語一覧（ＪＴ－Ｆ８５０）

〔Ａ〕

addressing アドレッシング S:3.

〔Ｃ〕

confidentiality 機密保持 S:4.2

〔Ｆ〕

facilities ファシリティ S:4.1

〔Ｇ〕

general location 所在地 S:4.2

global basis 世界中どからでも S:4.1

〔Ｍ〕

making and receiving 発着信 S:3.

〔Ｎ〕

network-transparent ネットワークトランスペアレント S:2.

〔Ｐ〕

parties グループ S:4.1

Personal Mobility パーソナルモビリティ S:2.

provision 規定 S:1.

〔Ｒ〕

roaming ローミング S:4.2

〔Ｓ〕

subscribe 契約 S:2.

subscriber 契約者 S:3.

subscription 契約 S:4.2

〔Ｔ〕

telecommunication 通信 S:2.
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＜参考＞

１．補遺の作成に至った経緯

　この補遺は、標準ＪＴ－Ｆ８５０（ＵＰＴの原則）およびＪＴ－Ｆ８５１（ＵＰＴサービスの解説：

サービスセット１）に関し、本文に記述される内容の理解を助ける目的で作成されたものである。

２．規定範囲

　本補遺は、標準ＪＴ－Ｆ８５０およびＪＴ－Ｆ８５１の内容に対して記述されたものである。

３．改版の履歴

版数 制　定　日 改版内容 対応するＴＴＣ標準

番号 名　　称 発行年度 版数

第１版 平成８年　２月　６日 制定 JT-F850

JT-F851
ＵＰＴの機能

ＵＰＴサービスの解説

（サービスセット１）

１９９４

１９９４

１

１

４．その他

参照している勧告、標準等

・ＴＴＣ標準　　：　ＪＴ－Ｆ８５０、　ＪＴ－Ｆ８５１

・ＩＴＵ－Ｔ勧告：　Ｅ．１６４、　Ｅ．１６８
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１．サービス概要

1.1　サービスの概念とネットワーク構成

　本サービスは、ＵＰＴ番号に基づいて、任意の端末、任意の場所から通信サービスへのアクセスを可能に

するものである。

　本サービスのユーザは、ユーザ単位に定義された契約サービスに加入することができ、端末能力や網能力

による制限を受けるが、どの端末からも、どの場所からも呼の発着信が可能である。

　図１－１にＵＰＴサービスのネットワークイメージ（接続構成と特徴）を示す。

特徴１　：　任意の端末あるいは任意の場所から呼の発着信が可能

特徴２　：　ユーザの識別はＵＰＴ番号（任意の網で共通で、ＵＰＴユーザを識別可能な番号）

により実施

特徴３　：　ＵＰＴ番号は、固定端末あるいは移動端末から地理的位置に関係なく、複数の網

を通過可能

特徴４　：　ユーザには複数のＵＰＴ番号が割当て可能

特徴５　：　ユーザ単位のサービスについて、照会および更新が可能

図１－１　ＵＰＴサービスのネットワークイメージ

ＵＰＴＵＰＴＵＰＴＵＰＴ

ユーザユーザユーザユーザ
アクセスアクセス

網間接続

ＰＳＴＮＰＳＴＮＰＳＴＮＰＳＴＮ ＩＳＤＮＩＳＤＮＩＳＤＮＩＳＤＮ ＰＬＭＮＰＬＭＮＰＬＭＮＰＬＭＮ ＦＰＬＭＴＳＦＰＬＭＴＳＦＰＬＭＴＳＦＰＬＭＴＳ
Public Switched Integrated Services Public Land Future Public Land Mobile
Telephone Network Digital Network Mobile Network Telecommunication System

ＵＰＴ番号 ＵＰＴ番号

（発信者） （着信者）
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1.2　サービスの構成要素

　本サービスの構成要素を以下に示す。

ＵＰＴユーザ ：　ＵＰＴサービスへのアクセス可能なＵＰＴ番号を割当てられている

個人または法人

ＵＰＴｻｰﾋﾞｽ提供者 ：　ＵＰＴサービスを提供している事業者

ＵＰＴｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ：　ＵＰＴサービスを提供するためのＵＰＴユーザに関する情報を蓄え

ているもの

ＵＰＴ契約者 ：　ＵＰＴサービス提供者と特定の契約を結んだ個人または法人

ＵＰＴ番号 ：　ＵＰＴユーザを唯一識別する番号

条件１　：　ＵＰＴユーザはＵＰＴ契約者を兼ねることがある

条件２　：　ＵＰＴ番号毎にサービスプロファイルがある

条件３　：　ＵＰＴユーザは複数のＵＰＴ番号を持つことが可能

条件４　：　ＵＰＴ契約者またはＵＰＴユーザはサービスプロファイルの照会と更新が可能

図１－２　ＵＰＴサービスの構成要素と条件

ＵＰＴサービス提供者ＵＰＴサービス提供者ＵＰＴサービス提供者ＵＰＴサービス提供者

ｻｰﾋﾞｽ ｻｰﾋﾞｽ ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙＡ ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙＢ ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙＤ

契約 （条件２）（条件２）（条件２）（条件２） ｻｰﾋﾞｽ 契約
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙＣ

照会

更新 照会 更新

（条件４）（条件４）（条件４）（条件４）

UPTUPTUPTUPT契約者契約者契約者契約者 UPTUPTUPTUPT契約者契約者契約者契約者////ユーザユーザユーザユーザ
ユーザ１ ユーザ２ （条件１）（条件１）（条件１）（条件１）

UPT番号 A UPT番号 B/C ユーザ３

（条件３）（条件３）（条件３）（条件３） UPT番号 D
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２．本標準の位置付け

2.1　本標準の展開

　ＵＰＴサービスは長期的な時間をかけて実現されていくことが期待されており、マーケットニーズの展

開や技術進歩に合わせて基本サービスから高度なシナリオに展開していくことが予想される。

　このことから、ＵＰＴの規定はＵＰＴ機能や能力に関する簡易なサービスセットフェーズで開始し、よ

り高度なシナリオフェーズに展開するよう段階的に導入を行う。

2.2　本標準の体系

【 サービス標準 】

（ＵＰＴの原則）

サービスセット１　： 限定された短期的ＵＰＴサービスシナリオ

（電話サービスのみサポート）

サービスセット２　： 基本ＵＰＴサービスシナリオ

（種々のデータサービスの提供）

サービスセット３　： 拡張ＵＰＴサービスシナリオ

（長期的なシナリオ）

【 番号計画 】

ＪＴ－Ｆ８５０ ＪＴ－Ｆ８５１ （サービスセット１）

Ｆ．８５２ （サービスセット２）

Ｆ．８５３ （サービスセット３）

Ｅ．１６４ Ｅ．１６８ ＵＰＴのための

Ｅ．１６４番号計画の適用

（ＩＳＤＮ番号計画）
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３．サービス機能概要

　ＵＰＴ機能は、以下に示す必須機能とオプション機能に分類される。

3.1　必須機能

　ＵＰＴサービスの基本運用を実現するために不可欠な機能。ＵＰＴユーザは表３－１に示す必須機能を

使用することができる。

表３－１　ＵＰＴの必須機能

機　能　名 機　能　概　要

 ＵＰＴユーザの身元認証 　ＵＰＴサービス提供者が、ＵＰＴサービスの身元が要求されたもの

であることを確認するための機能（図３－１の①参照）

 着呼登録 　ＵＰＴユーザが現在の端末アドレスから、その端末への着信呼の許

可を登録する機能（図３－１の②参照）

 ＵＰＴ発信呼 　ＵＰＴユーザが、任意の端末から発呼要求を行うことができる機能

（図３－１の③参照）

 着呼配信 　着呼登録によってあらかじめ登録された端末アドレスに、着信呼が

着信される機能（図３－１の④参照）

3.2　オプション機能

　ＵＰＴサービスの基本運用をより効率的に提供するための付加機能。ＵＰＴユーザは端末や網の能力、

網提供者による規制の中で、表３－２に示すオプション機能を使用することができる。

表３－２　ＵＰＴのオプション機能（１／２）

機　能　名 機　能　概　要

 遠隔着呼登録 　ＵＰＴユーザが他の指定された端末アドレスから生成される着信

呼を、任意の端末アドレスから登録する機能（図３－２参照）

 発呼登録 　ＵＰＴユーザが現在の端末アドレスから、その端末からの発信呼の

許可を登録する機能（図３－３参照）

 遠隔発呼登録 　ＵＰＴユーザが他の指定された端末アドレスから生成される発信

呼を、任意の端末アドレスから登録する機能（図３－４参照）

 発呼フォローオン 　ＵＰＴユーザがＵＰＴ呼を終了するとき、追加認証やグローバル

フォローオンを利用せずに別のＵＰＴ発信呼を継続することを示す

機能（図３－５参照）

 グローバルフォローオン 　ＵＰＴユーザがＵＰＴ手順を終了するとき、完全な切断の前にフォ

ローオンの活性化を指示する機能（図３－６参照）

 発着呼登録 　ＵＰＴユーザが、単一の手順で同一の端末アドレスへの着呼登録や

発呼登録をする機能（図３－７参照）

 遠隔発着呼登録 　ＵＰＴユーザが、単一の手順で同一の端末アドレスへの遠隔着呼登

録や遠隔発呼登録をする機能
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表３－２　ＵＰＴのオプション機能（２／２）

機　能　名 機　能　概　要

 関連登録 　着呼登録と発呼登録を互いに同一端末アドレスに関連付けて登録

する機能（図３－８参照）

 遠隔関連登録 　端末アドレスの関連登録を、他の端末アドレスから登録する機能

 ＵＰＴ特有指示 　ＵＰＴ特有なユーザフレンドリーな情報を通知する機能（例えば発

信時に課金レートを通知する）（図３－９参照）

 ＵＰＴサービスプロファイル

照会

　ＵＰＴユーザが、ＵＰＴユーザ自身のＵＰＴサービスプロファイル

の現在の状態を照会する機能（図３－１０参照）

 ＵＰＴサービスプロファイル

更新

　ＵＰＴユーザが、ＵＰＴユーザ自身のＵＰＴサービスプロファイル

を更新する機能（図３－１０参照）

 複数端末アドレス登録 　ＵＰＴ着信や発信のために、ＵＰＴユーザが同時に複数の端末アド

レスを登録する機能

 コールピックアップ 　ＵＰＴユーザが、他の端末からＵＰＴ着信呼に応答する機能（例え

ば、ＵＰＴユーザがページャー網で呼び出される場合）

（図３－１１参照）

 可変的なデフォルト着呼登録 　ＵＰＴユーザが、ＵＰＴ着信呼に対する端末アドレスのデフォルト

登録マトリックスを設定する機能

 着信者身元表示 　受け入れようとする身元が呼び出している端末に表示される機能

（図３－１２参照）

 ＵＰＴグループのサービスプ

ロファイルへのアクセス

　ＵＰＴユーザのグループに対して責任を持つＵＰＴ契約者が、ＵＰ

Ｔサービスプロファイルにアクセスする機能

 ＵＰＴサービスアシスタンス 　ＵＰＴユーザが自動ＵＰＴ手順が利用不可能な場合などにＵＰＴ

手順を起動するために、ＵＰＴサービスセンターにコンタクトする機

能

 ＵＰＴ着信呼に対する着信者

からの確実な応答

　応答者が着ＵＰＴユーザとして認証に成功しなかった場合、ＵＰＴ

ユーザはＵＰＴ着信呼が応答不可能であることを認識する機能

（図３－１３参照）

 ＵＰＴサービス提供者認証 　ＵＰＴユーザが、ＵＰＴサービスエンティティが要求されたもので

あることを確認する機能
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◇着呼登録期間中、登録した端末アドレスに着信

◇複数のユーザが、同時に１つの端末アドレスに対して着呼登録可能

◇任意の端末アドレスから発信可能

但し、全ての発呼に対して身元認証が必要

図３－１　必須機能の概要

◇任意の端末アドレスへの着信呼を任意の端末アドレスから登録

  ①端末Ｙより遠隔着呼登録

  ②端末Ｘに着呼配信

図３－２　遠隔着呼登録機能の概要

③ＵＰＴ発信呼

（ＵＰＴ番号Ｂ）
④着呼配信

②着呼登録

 （端末２）

①ＵＰＴユーザの

　身元認証

ＵＰＴ

端末１ 端末２

（発信端末） （着信端末）

ユーザＡ ユーザＢ

（ＵＰＴ番号Ａ） （ＵＰＴ番号Ｂ）

　 ユーザＡ

（ＵＰＴ番号Ａ）

②着呼配信

ＵＰＴ

端末１ 端末Ｘ

（発信端末） （着信端末）

①遠隔着呼登録

（端末Ｘ）

端末Ｙ

（登録端末）
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◇現在の端末アドレスからの発信呼の許可を登録

◇発呼登録期間中、登録された端末アドレスから継続して複数呼発信する場

　合、２呼目以降は身元認証なしで発信可能（図３－５　発呼フォローオン

　機能の概要を参照）

◇１ユーザが、同時に複数の端末アドレスに対して登録可能

　但し、１つの端末に登録できるユーザ／番号は１つ

図３－３　発呼登録機能の概要

◇任意の端末アドレスから他の指定された端末からの発信呼を登録

　①端末Ｙより遠隔発呼登録

　②端末ＳよりＵＰＴ発信呼

図３－４　遠隔発呼登録機能の概要

（着信端末）

②ＵＰＴ発信呼

ＵＰＴ

端末Ｓ 端末Ｘ

（発信端末）

① 遠隔発呼登録

（端末Ｓ）

ユーザＡ

（ＵＰＴ番号Ａ）
端末Ｙ

（登録端末）

②ＵＰＴ発信呼

ＵＰＴ

端末１ 端末Ｘ

（発信端末）

ユーザＡ

（ＵＰＴ番号Ａ）

①発呼登録

（端末１）
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◇ＵＰＴ発信呼の終了時に、ＵＰＴ発信呼の継続を指示

　①発呼登録 → ②ＵＰＴ発信呼１（認証必要）→ ③切断

　→ ④UPT 発信呼継続指示

◇発呼登録期間中の端末でＵＰＴ発信呼１を終了時に、別の呼を

　設定するためにＵＰＴ発信呼の継続指示を行う場合には認証を

　スキップすることが可能

図３－５　発呼フォローオン機能の概要

①発呼登録

②ＵＰＴ発信呼１

（認証必要）

ＵＰＴ

ユーザＡ 端末１ ③切断

（発信端末）

④UPT 発信呼継続指示

⑤ＵＰＴ発信呼２

（認証不要）

ＵＰＴ

ユーザＡ 端末１

（発信端末）
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◇現在のＵＰＴ手順（ＵＰＴ発信呼１）の終了時に、

　フォローオン活性化を指示

◇認証手順が正当終了のＵＰＴ手順（ＵＰＴ発信呼１）終了時に、

　フォローオン活性化指示を行うことにより次のＵＰＴ手順（ＵＰ

　Ｔ発信呼２）を設定する場合には認証をスキップすることが可能

図３－６　グローバルフォローオン機能の概要

①ＵＰＴ発信呼１

（認証必要）

ＵＰＴ

ユーザＡ 端末１ ②切断

③ﾌｫｰﾛｰｵﾝ活性化指示

（発信端末）

④ＵＰＴ発信呼２

（認証不要）

ＵＰＴ

ユーザＡ 端末１

（発信端末）
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◇登録：単一の手順で、同一端末アドレスに対する着呼登録と

発呼登録を実施

◇解除：着呼登録と発呼登録を独立に登録解除可能

図３－７　発着呼登録機能の概要

◇登録：同一端末アドレスに対する着呼登録と発呼登録を関連づけて実施

◇解除：関連登録の登録解除、または関連登録の上書きにより可能

（着呼登録と発呼登録を同時に登録解除する）

図３－８　関連登録機能の概要

 同じ

 発着呼登録  発呼登録

 着呼登録

ＵＰＴ

端末１ 端末２

ユーザＡ ユーザＢ

（ＵＰＴ番号Ａ） （ＵＰＴ番号Ｂ）

 発呼登録

 着呼登録

ＵＰＴ

端末１ 端末Ｘ

連登録

ユーザＡ

（ＵＰＴ番号Ａ）
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◇ＵＰＴ特有のユーザフレンドリーな情報を通知

例えば、相手の地理的位置が不明であるため、

発信者への課金レートなどの通知に利用

図３－９　ＵＰＴ特有指示機能の概要

◇ＵＰＴユーザ自身のサービスプロファイル現在の状態を照会／更新

・ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛﾌｧｲﾙの照会：位置情報やサービスの有効性などの読み込み

・ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛﾌｧｲﾙの更新：パスワードやパラメータのデフォルト値など

の変更

図３－１０　ＵＰＴサービスプロファイル照会／更新機能の概要

（着信端末）

ＵＰＴ発信呼

ＵＰＴ

端末１ 課金レートなど 端末Ｘ
（発信端末）

ユーザＡ
（ＵＰＴ番号Ａ）

ＵＰＴサービス

プロファイル更新

ＵＰＴサービス

プロファイル更新

ＵＰＴ

サービス サービス

プロファイルＡ プロファイルＢ

ＵＰＴサービス ＵＰＴサービス

プロファイル照会 プロファイル照会

ユーザＡ ユーザＢ

（ＵＰＴ番号Ａ） （ＵＰＴ番号Ｂ）
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◇ＵＰＴ着信呼を他の端末にて応答

（①ＵＰＴ発信呼 → ②着呼配信 → ③コールピックアップ → ④応答）

◇ページャ網で着呼登録していた場合などに別の端末で応答するとき

に必要とする

◇応答時には認証手順を必要とする

図３－１１　コールピックアップ機能の概要

◇着信者の身元（着ＵＰＴユーザによって指定されるＵＰＴ番号や名前）

　を端末１に表示

図３－１２　着信者身元表示機能の概要

端末Ｘ

（着信端末）

ＵＰＴ発信呼 着呼配信

ＵＰＴ

端末１ 着信者身元

（発信端末）

ユーザＡ

（ＵＰＴ番号Ａ）

ＵＰＴ

③コールピック

アップ

ユーザＡ

（ＵＰＴ番号Ａ）

①ＵＰＴ発信呼 ④応答

端末Ｘ 端末Ｙ

（発信端末） （応答端末）

②着呼配信

端末１

（着信端末）
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◇着信時に認証を必要とするケース例

　・着呼登録時の契約オプションとしてＵＰＴ着信呼への応答に認証

　　を要求した場合

　・コールピックアップにより応答した場合

図３－１３　ＵＰＴ着信呼に対する着信者からの確実な応答機能の概要

ＵＰＴ発信呼 着呼配信

ＵＰＴ

端末１ 認証失敗 端末Ｘ

（発信端末） 応答 （着信端末）

着ＵＰＴユーザとして、

応答ユーザの認証不成功

ユーザＡ

（ＵＰＴ番号Ａ）
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４．ＵＰＴ機能手順

　前記ＵＰＴ機能をサポートするためのＵＰＴ機能手順は、表４－１に示す５種類のカテゴリに大別され

る。

表４－１　ＵＰＴ機能手順（１／２）

大　分　類 ＵＰＴ機能手順

 基本手順

  基本的なＵＰＴ手順。他のＵＰＴ手順以前にあるいは、同時に実行さ

れる手順。以下の５つの手順が存在する。

　１）アクセス……　網へのアクセス開始手順

　２）識別　　……　ＵＰＴ番号の識別手順

　３）認証　　……　発信者／着信者などを保証するための認証手順

　４）グローバルフォローオン

　５）発呼フォローオン

 パーソナルモビリティ手順

  呼の発着信を行う場所を特定するために利用される登録手順（実際の

呼の発着信は含まない）。アクセス／識別／認証手順がこれらの手順と

同時に／前もって実行される必要がある。以下の８つの手順が存在す

る。

　１）着呼登録

　２）着呼登録解除

　３）発呼登録

　４）発呼登録解除

　５）発着呼登録

　６）発着呼登録解除

　７）関連登録

　８）関連登録解除

 ＵＰＴ呼制御手順

  実際の呼の発着信に関する手順。アクセス／識別／認証手順がこれら

の手順と同時に／前もって実行される必要がある。以下の３つの手順が

存在する。

　１）ＵＰＴ発信呼

　２）ＵＰＴ着信呼に対する呼出

　３）ＵＰＴ着信呼に対する応答
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表４－１　ＵＰＴ機能手順（２／２）

大　分　類 ＵＰＴ機能手順

 ＵＰＴサービスプロファイ

ルの管理手順

　ＵＰＴユーザが自身の所有する個人のサービスプロファイル中のア

クセス可能なデータを管理する手順。アクセス／識別／認証手順がこれ

らの手順と同時に／前もって実行される必要がある。以下の２つの手順

が存在する。

　１）プロファイル照会

　２）プロファイル更新

 第三者の保護手順

  第三者の保護およびプライバシーのために実施される手順で、第三者

/ＵＰＴ/非ＵＰＴにより実行される。以下の７つの手順が存在する。

　１）ＵＰＴ着信呼に対する登録のリセット

　２）着信呼に対する登録のブロッキング

　３）着信呼に対する登録のブロッキング解除

　４）ＵＰＴ着信呼のブロッキング

　５）ＵＰＴ着信呼のブロッキング解除

　６）ＵＰＴ発信呼に対する登録のリセット

　７）ＵＰＴ発信呼に対する登録の中断
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